
 
 
 

 
 
 
 
 

①浦安  

 ④ 西岬  

①富津  

⑥白浜  

 
⑧和田  

⑯夷隅東部  

⑦千倉  

 

旭市  

九十九里町 

⑭新勝浦  

＜まき餌の使用量＞ 

１人１日あたり 

３キログラム以内 

(必要最小限で) 

次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 
ア 天面漁港合せ灯標柱 

イ 北緯35°03′50″、東経140°05′20″（北緯35°03′30″、東経140°05′30″）の点 

ウ 北緯35°04′10″、東経140°06′00″（北緯35°04′00″、東経140°06′10″）の点 

エ 鴨川市天面と同市太海との境界標柱 

（括弧内の緯度経度は日本測地系です。） 

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、シ、ス、セ、ソ、タ及びチの

各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 

ア 漁業権基点南７３号（勝浦市と鴨川市との境界標柱） 

イ 北緯 35°06′10″、東経 140°12′40″（北緯 35°06′00″、東経 140°12′50″）の点 

ウ 北緯 35°06′10″、東経 140°14′20″（北緯 35°06′00″、東経 140°14′30″）の点 

エ 北緯 35°06′50″、東経 140°15′50″（北緯 35°06′30″、東経 140°16′00″）の点 

オ 北緯 35°06′50″、東経 140°17′40″（北緯 35°06′40″、東経 140°17′50″）の点 

カ 北緯 35°07′10″、東経 140°18′10″（北緯 35°07′00″、東経 140°18′20″）の点 

キ 北緯 35°07′20″、東経 140°19′50″（北緯 35°07′00″、東経 140°20′00″）の点 

ク 北緯 35°07′00″、東経 140°19′40″（北緯 35°06′50″、東経 140°19′50″）の点 

ケ 北緯 35°07′10″、東経 140°20′30″（北緯 35°07′00″、東経 140°20′40″）の点 

コ 北緯 35°07′20″、東経 140°20′50″（北緯 35°07′10″、東経 140°21′00″）の点 

サ 北緯 35°07′50″、東経 140°21′10″（北緯 35°07′40″、東経 140°21′20″）の点 

シ 北緯 35°08′30″、東経 140°23′00″（北緯 35°08′20″、東経 140°23′10″）の点 

ス 北緯 35°09′50″、東経 140°21′10″（北緯 35°09′40″、東経 140°21′20″）の点 

セ 北緯 35°10′00″、東経 140°21′50″（北緯 35°09′50″、東経 140°22′00″）の点 

ソ 北緯 35°09′50″、東経 140°22′40″（北緯 35°09′40″、東経 140°22′50″）の点 

タ 北緯 35°11′00″、東経 140°24′40″（北緯 35°10′50″、東経 140°24′50″）の点 
チ 漁業権基点南７９号の１（夷隅郡御宿町といすみ市との境界標柱） 

（括弧内の緯度経度は日本測地系です。） 

外川漁港東防波堤灯台中心点から半径１２海里以内の千葉県海面のうち、次の

ア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ線以東の区域 

ア 漁業権基点北１５号（銚子市と旭市との境界標柱） 

イ 北緯 35°39′40″、東経 140°47′40″（北緯 35°39′20″、東経 140°47′50″）の点 

ウ 北緯 35°39′10″、東経 140°44′10″（北緯 35°38′50″、東経 140°44′20″）の点 

エ 北緯 35°29′50″、東経 140°48′50″（北緯 35°29′40″、東経 140°49′00″）の点 

（括弧内の緯度経度は日本測地系です。） 

鴨川市 

剣
埼
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大房岬

⑬鴨川市～御宿町  
（沿岸小型漁船） 

千葉市 

木更津市 

区域２ 勝浦～御宿地先まき餌釣り禁止区域  

区域３ 銚子地先まき餌釣り禁止区域 

区域１ 鴨川地先まき餌釣り禁止区域  

＜まき餌の使用量＞ 

１人１日あたり 

５キログラム以内 

(必要最小限で） 

⑤相浜･布良  

⑪太海  

 

館山市 
南房総市 

いすみ市 

⑨江見  
⑩吉浦･天面  

⑫小湊  

勝浦市 

③ 船形  

銚子市 

②天羽  

 

⑮御宿岩和田  


